
令和７年度 第１回 群馬地方労働審議会

令和７年11月10日

〇群馬労働局行政運営方針に基づく労働施策の進捗状況（上半期）





第１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた中小・小規模企業等支援、
非正規雇用労働者への支援

（１） 事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の
生産性向上に向けた支援

（２） 最低賃金制度の適切な運営

（３） 同一労働同一賃金の遵守の徹底
・パートタイム・有期雇用労働法に基づく同一労働同一賃金の徹底のため、
企業への指導を実施
◆報告徴収実施件数

・群馬県内の企業の賃金引上げの取

組事例等を掲載した賃金引上げ特
設ページのリーフレットを当局独自に
作成し、積極的な情報発信を実施

・労働基準監督署を含め、企業へあら

ゆる機会を捉え、業務改善助成金を
始めとした各種支援策の利活用を促
進し、生産性向上、賃上げ原資の確
保に向けた働きかけを実施

・厚生労働省が委託する「働き方改革推進支援センター」専門家によるコンサ
ルティング等を実施
◆センターの主な実績（件数）

コンサルティング セミナー開催

令和７年８月末 ８０件 ２件

令和６年度 ６７０件 ４１件

・生産性向上等を通じた最低賃金の引上げを支援するための助成金制度の

利用を促進

・生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を30円以上引

き上げた事業主に対して、設備投資等経費の一部を助成

◆業務改善助成金（申請件数）

令和７年８月末現在 115件

令和６年度 257件

〇群馬県最低賃金の改定
・群馬県最低賃金は、群馬県最低賃

金審議会から８月26日に答申を受け
前年から78円引き上げ1,063円に改
正（令和８年３月１日発効）

〇群馬県最低賃金の周知・広報
・最低賃金及び各種支援策と群馬県

が行う賃金引上げ支援金を併せて県、
市町村及び経営者団体、関係団体
等を通じた周知広報を実施

・FM群馬にスポットCM、上毛新聞に題

字下広告、群馬県の広報枠であるＴ
Ｖ・ラジオ・説明会・群馬県公式
YouTube等を通じて広報の実施を計
画

報告徴収実施件数 うち助言・指導実施件数

令和６年度 ３１８件 ２９６件

令和７年度（８月末現在） ８９件 ７０件
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第１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた中小・小規模企業等支援、
非正規雇用労働者への支援

下半期の取組

（４） 非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援

◆キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）

◆キャリアアップ助成金（正社員化コース）

・「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」等の活用により、

年収の壁を意識せず働くことのできる環境づくりを支援
・社会保険適用拡大を目的とした「社会保険適用時処遇改善コース」やパー

トタイム労働者など非正規雇用労働者の賃上げを支援する「賃金規定等

改定コース」の広報を展開

①群馬労働局ホームページ及び公益財団法人群馬県産業支援機構メー

ルマガジンに掲載

②金融機関包括連携協定を締結している金融機関の広報誌への掲載

③群馬県産業経済部主催の「ぐんま Tech EXPO 2025」に参加し、来場

者及び参加事業者へ周知

④一般社団法人群馬労働基準協会連合会発行の「群馬労働基準ニュー

ス」への掲載

・群馬県最低賃金の周知
本省作成のポスターを県・市町村及び群馬県経営者協会等の経営者団体・
関係団体に、直接訪問するなどして周知・広報の協力依頼を実施

・群馬県特定賃金改正決定
特定最低賃金が設定されている４業種について最低賃金改定された場合
には、改定額の周知広報を実施（郵送及び直接訪問）
このほか、ホームページ掲載、プレスリリースにて周知広報を実施

・中小・小規模企業等支援
業務改善助成金、キャリアアップ助成金等の各種助成金や生産性向上の
ための省力化投資や労務費の価格転嫁交渉に向けた支援について周知

・最低賃金履行確保
最低賃金違反のおそれのある事業場を選定し、監督指導を実施

・引き続き、非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化に向けて周知を行い、
「年収の壁」も意識せずに働ける環境を整え、助成金の活用を促進

・群馬県経営者協会等の経営者団体、群馬県社会保険労務士会等の関係団
体及び群馬銀行等の金融機関に助成金活用勧奨を依頼

・民間金融機関が実施するビジネスマッチングフェア等に参加し、各種助成金
や法制度を周知

支給事業所数 令和６年度 ５６件

支給事業所数 令和７年８月末 ３４０件

支給事業所数 令和６年度 ５３９件
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第２ リ・スキリング、労働移動の円滑化

１ リ・スキリングによる能力向上支援

（１） 人材開発支援助成金による人材育成の推進

（２） 公的職業訓練のデジタル推進人材の育成支援

○公的職業訓練の実施状況

・デジタル分野に係る公的職業訓練の訓練コースの拡充を図り、受講に
つなげるとともに、訓練開始前から訓練終了後までのきめ細かな個別・  
伴走型支援を実施

◆公共職業訓練受講率

受講率
（うちデジタル
分野受講率）

令和７年８月末 69.4％ （64.7％）

令和６年度 65.9％ （62.2％）

◆求職者支援訓練受講率

受講率
（うちデジタル
分野受講率）

令和７年８月末 82.9％ （85.0％）

令和６年度 76.7％ （83.2％）

・ 人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースについて、
ハローワーク主催の就職面接会や、ビジネスマッチングフェア等企業が
多く参加するイベントにて、積極的な活用勧奨を実施

◆人材開発支援助成金（人への投資促進コース）
訓練実施計画届け出実績

 令和７年８月末 ２５件 （ ４６４人分）
令和６年度 ６２件 （ ３，２２４人分）

◆人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）
訓練実施計画届け出実績
令和７年８月末 １７６件 （ １，５７３人分）
令和６年度 ２０８件 （ ２，５３６人分）
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第２ リ・スキリング、労働移動の円滑化

２ 労働移動の円滑化

下半期の取組

（１） 就職困難者を雇い入れる事業主への支援による労働移動の円滑化

（２） キャリアコンサルティング機能の充実等

（３） 地域雇用の課題に対応する地方公共団体等の取組の支援

地方公共団体等と雇用対策協定による連携を図り、魅力ある雇用機会の
確保や企業ニーズにあった人材育成、就職促進等の取組を一体的に推進。
また、令和7年10月に新たに伊勢崎市と雇用対策協定を締結

〇各種助成金制度

◆早期再就職支援等助成金
・早期雇い入れ支援コース
支給決定件数 令和７年８月末 ０件

令和６年度 ４件
・中途採用拡大コース
支給決定件数 令和７年８月末 ０件

    令和６年度 ０件

◆特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）
支給決定件数 令和７年８月末 ３件

令和６年度 １８件

・離職を余儀なくされた等の就職困難者に対しては、引き続きキャリアコン
サルティングを取り入れた早期再就職に向けた職業相談や効果的な学び直

  し（リ・スキリング）の機会を提供し、また、企業に対しては人材開発支援助成
  金、早期再就職支援等助成金及び特定求職者雇用開発助成金について、
  積極的に周知し活用勧奨に取り組む

・引き続き地方自治体と連携し、就職面接会、セミナー、出張相談など一体的
に行う。また、各地方公共団体と雇用対策協定に基づく運営協議会を実施し、
今年度の取組の検証や次年度の事業計画の策定を行う

○キャリア形成・リスキリング相談コーナー

・キャリア形成・リスキリング推進事業（厚生労働省委託事業）において、常駐
（前橋所）・巡回（前橋所以外の安定所）相談により、ジョブ・カード及び労働
市場情報や職業・教育訓練等に関する情報を活用し、自己理解や仕事理解
を深め、キャリア・プランの作成や、リスキリングに係る相談支援を実施
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第３ 人材確保の支援の推進

１ 人材確保の支援

（１） 人手不足対策

○ 人材確保コーナー等における人材確保支援

○ ハローワークによる求人充足サービスの充実

○「 医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口の周知

・局及びコーナー等が医療・介護・保育・建設・運輸・警備分野の各業界や関
係団体と連携した人材確保対策推進協議会において、各業界のニーズを
把握し、人材確保に向けた各種支援や業界ＰＲ等の機会に積極的に参画

・オンラインを活用した求人受理について、引き続き求人事業所に対して、利
便性を丁寧に案内をすることにより、さらなる利用事業所を拡大

・事業所説明会、就職面接会等のイベントについては、イベント参加による求
人充足や認知度UP等のメリットを積極的に求人者に説明し、幅広い参加を
促す

・人材確保支援については、「介護の日」（11月11日）を中心に、各ハローワー
クで「介護就職デイ」と称した福祉関係就職面接会等を実施するほか、運輸
分野関係機関と連携した運輸業ＰＲ会や合同就職面接会等を実施予定

・オンラインを活用した求人受理については、群馬局内すべてのハローワーク
にて実施しており、令和７年７月時点での平均利用率は90.4％（全国平均
85.3％）
・積極的な事業所訪問等により求人者との顔の見える関係を構築するとともに、
企業ＰＲシートの作成や企業説明会等を開催。また、求人条件緩和等と併せ
て、求人者等へ専門家による雇用管理コンサルタントの活用について周知
するなど、側面からの支援も実施
※介護事業者からの相談については、介護労働安定センターが実施する無
料相談を周知・斡旋

・前橋および高崎ハローワークの人材確保対策コーナーを中心に、人材不
足分野に関するセミナー、就職面談会等の実施

・各所でリーフレットの配架、及び局ＨＰなどを通じて周知

医療 介護 保育 建設 警備 運輸

令和７年８月末 2.01 2.98 1.95 6.14 6.47 2.45

令和６年度 1.98 3.29 1.68 6.88 5.61 2.33

（注）原数値、職業別常用（パートタイム含む）◆分野別有効求人倍率の状況

・また、上記を踏まえ、医療や介護に特化した集中的な充足対策を実施

下半期の取組
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第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

１ 仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた
環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進

下半期の取組

（１） 仕事と育児・介護の両立支援
・改正育児・介護休業法の履行確保が図れるよう、事
業場に対する指導等を実施
（令和７年９月26日現在：82社中70社助言指導）
・改正法に基づいた独自資料を作成し、ホームページ
への掲載など周知啓発を実施
・仕事と育児・介護の両立支援制度等に関する相談
窓口の設置（令和７年６月～）
・両立支援等助成金活用促進のため、企業訪問による育休中等業務代替支
援コースの周知や各種イベントの出展ブースにて資料の配布を実施
◆支給申請件数（令和７年８月末現在）

（２） 次世代育成支援対策の推進
・行動計画終期が近い事業主に対し、次期行動計画の策定・届出を文書等
により勧奨（毎月）
・改正により、常時雇用する労働者101人以上の企業に義務化された①育児
休業等の取得状況、②労働時間の状況に係る数値目標の設定を徹底する
ため、企業への指導を実施
◆一般事業主行動計画策定届出済み企業数（令和７年８月末現在）

◆くるみん認定企業数（令和７年８月末現在）

・不妊治療と仕事の両立支援
次期行動計画に不妊治療と仕事の両立に配慮した措置の実施を検討する
よう資料等を送付し勧奨（毎月）

（３） 多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進
・ワーク・ライフ・バランスに資する勤務間インターバル制度の導入促進に当
たり、働き方・休み方改善コンサルタントが専門的な助言・指導を実施

・年末年始における年次有給休暇取得について、リーフレットの配布等に
よる周知を実施
・春季における年次有給休暇取得について、リーフレットの配布等による
周知を実施

・「年次有給休暇取得促進期間」（10
月）に、年次有給休暇の取得促進に
向けて、県内市町村と各商工会議所
と各団体とショッピングモールと局内
各課室及び公共職業安定所へポス
ターとパンフレット及び広報文例を9
月25日に送付して集中的な広報を実
施

行動計画策定届出企業数 届出率

常用労働者数301人以上 ２４１社 96.7％

常用労働者数101人以上300人以下 ５３５社 93.8％

くるみん認定 ８４社 （うち、くるみんプラス認定 ２社）

プラチナくるみん認定 １１社 （うち、プラチナくるみんプラス認定 ３社）

出生時両立支援コース １８件

介護離職防止支援コース ６件

育児休業等支援コース ３９件

育休中等業務代替支援コース ６件

柔軟な働き方選択制度等支援コース ４件

※不妊治療及び女性の健康課題対応コース、事業所内保育施設コースについては申請件数０件

助言・指導 説明会周知

令和７年８月末 ３４件 ９回

令和６年度 １０２件 ２７回

・くるみん認定マーク
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第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

（１） フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保等

・法違反に関する申出があった場合には、速やかに申出内容を聴取し、調査、
是正指導等を実施し、委託事業者等との取引上のトラブルについての相談
があった場合には、「フリーランス・トラブル１１０番」を紹介

２ フリーランスの就業環境の整備

相談 助言 指導

令和7年8月末 １０件 ７件 １件

３ 女性活躍推進に向けた取組促進等

（１） マザーズハローワーク等による子育て中の女性等に対する就職支援の
実施

○前橋、高崎、太田の各ハロー
ワークのマザーズコーナーにお
いて、求職者のニーズに応じた

   きめ細やかな就職支援を実施

○オンライン職業相談・オンライン
セミナー等を周知するため群馬
労働局マザーズコーナーホーム
ページを大幅に刷新

○地域の子育て支援拠点や関係機関と密接に連携したアウトリーチ型の支援
を推進

○仕事と子育ての両立がしやすい求人の確保、就職面接会の開催や事業所
に集合して開催するツアー型企業説明会を実施

下半期の取組

・引き続き、法違反に関する申出があった場合には、速やかに申出内容を聴
取し、調査、是正指導等を実施し、委託事業者等との取引上のトラブルにつ
いての相談があった場合には、「フリーランス・トラブル１１０番」を紹介する
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（２）法の履行確保及び女性活躍推進に向けた取組促進等

第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

下半期の取組

３ 女性活躍推進に向けた取組促進等

支援対象者数 就職件数 就職率

令和７年８月末 ２９３人 ２９５件 100.7％

令和６年度 ６８３人 ６７３件 98.5％

・就職意欲が高い子育て中の求職者を対象とした「子育て支援就職面接会」等
を ２月に県内全てのハローワークにおいて開催予定

・改正女性活躍推進法の円滑な施行に向け、管内事業主とのあらゆる接触の
機会、周知媒体を活用した広報を展開（１月～３月）

◆ 「マザーズコーナー」における重点支援対象者の支援状況

○公式キャラクター「ハロまる」を活用した、子供版職業適性検査を実施し、
ハローワークの周知、利用者数の増加を目的としたイベントを開催

・常用労働者101人以上の事業主のうち、女性の活躍推進企業データベー
スでの情報の公表が１年以上更新されていない事業主を把握し、最新の
数値に更新するよう督促（毎月）
・事業場訪問等で新たに情報公表義務がある旨を把握した事業主に対し、
女性の活躍推進企業データベースでの情報公表を行うよう勧奨
◆一般事業主行動計画策定届出済み企業数（令和７年８月末現在）

行動計画策定届出企業数 届出率

常用労働者数301人以上 ２４１社 97.9％

常用労働者数101人以上300人以下 ５３５社 93.6％

◆えるぼし認定企業数（令和７年８月末）

・認定マーク

えるぼし認定 ３２社 （３段階目 25社、２段階目 ７社）

プラチナえるぼし認定 １社
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第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

下半期の取組

（３） 早期の紛争解決に向けた体制整備

・改正法の関係省令等が示され次第、改正法を周知徹底するため、主催説
明会の開催の他、あらゆる媒体を活用した広報を展開（１月～３月）
・「職場のハラスメント撲滅月間」（12月）を中心とした周知・広報の実施
・個別労働関係紛争の解決にかかるあっせん等の制度の周知をあらゆる機
会を捉えて周知し、早期解決の支援を実施

・あらゆる労働問題に関する相談について、総合労働相談コーナーにおい
てワンストップで対応
・労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせん等により解
決を支援

◆個別労働紛争相談内容別件数

相談延べ件数（うち「いじめ・嫌がらせ」相談件数）

令和７年７月末（暫定値） ２，０５２件（２９６件）

令和６年度 ６，１５９件（１，１３０件）

◆助言・指導件数

申請件数

令和７年７月末（暫定値） ４６件

令和６年度 １４２件

件数

令和７年７月末（申請件数） １５件

令和６年度（申請件数） ５８件

紛争当事者双方のあっせん参加件数／処理終了
件数（R７.７月末）

１１件/１８件 （61.1％）

あっせん開催による合意成立件数/紛争当事者双
方のあっせん参加件数（R７.７月末）

４件/１１件 （36.4％）

◆あっせん件数

※処理終了件数には前年度からの繰り越し事案を含む。

（１） 職場におけるハラスメント防止に関する措置義務の履行確保

・職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産、
育児休業等に関するハラスメント及びパワーハラス
メントに関する相談があった事業場を優先し、ハラス
メント防止措置を講じていない事業主に対し是正・
指導を実施

（２） カスタマーハラスメント対策及び就職活動中の
学生等に対するハラスメント対策の推進

・事業主に対する報告の請求等実施の際に、ハラス
メント防止指針に基づく「望ましい取組」について助言及び周知・徹底
・本年６月11日成立した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の
安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」（以
下、「改正法」という。）について、周知用資料を活用し、あらゆる機会を捉
えて周知を実施

４ 総合的なハラスメントの防止等

セクシュアルハラスメント
※
妊娠・出産、育児休業等

ハラスメント
パワーハラスメント

令和７年８月末 ５０件 １４１件 ６２０件

令和６年度 １３７件 ２６２件 １，３０４件

◆ハラスメント関係相談件数

※妊娠・出産等不利益取扱いを含む

セクシュアルハラスメント
妊娠・出産、育児休業等

ハラスメント
パワーハラスメント

令和７年８月末 ３０件 ８８件 ７０件

令和６年度 １３件 ４５件 ３６件

◆ハラスメント関係助言・指導件数
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第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

（１） 高齢者の就労による社会参加の促進、高齢者が安心して安全に
働くための職場環境の整備等

 

（２）障害者の就労支援５ 多様な人材の活躍推進

〇70歳までの就業機会確保

◆「高年齢者雇用状況報告」の集計結果（21人以上規模企業）

70歳まで
の就業確
保措置実
施企業

内訳

定年廃止
定年の引上

げ
継続雇用制
度の導入

創業支援措
置等の導入

令和６年 34.0% 4.4% 2.9% 26.6% 0.1%

令和５年 31.8% 4.6% 2.7% 24.3% 0.1%

※本集計では小数点第２位以下を四捨五入しているため、内訳の積   
   み上げが合計と合致しない場合がある

・70歳までの就業機会確保措置が未実施の企業へ周知及び導入支援を実
施予定 

○高年齢者の多様なニーズに対応するため、全ハローワークで高年齢
者への就労支援を実施

・前橋・高崎・桐生・伊勢崎・太田・館林・渋川のハローワークでは、高年
齢者専門の「生涯現役支援窓口」でチームによる就労支援等を実施

◆「生涯現役支援窓口」における65歳以上支援状況

就職件数 就職率

令和７年８月末現在 ５５２件 97.2%

令和６年度 ９９５件 88.9%

・年齢に関わりなく働き続ける職場づくりに向け、企業の経営者、人事労務担
当者を対象に「高年齢者雇用促進セミナー」 を(独)高齢・障害・求職者雇用
支援機構群馬支部との共催により開催予定

下半期の取組

・ハローワークを中心として、障害者就業・生活支援センターをはじめ地域の
関係機関と連携し、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一貫した求

  職者及び未達成企業等に対するチーム支援等の就労促進により、令和６年
  の障害者実雇用率は2.35％（法定雇用率2.5％、全国平均2.41％）

・達成企業割合は53.2％と企業の過半数に上り、全国平均（46.0％）と比べる
  と高い状況

◆令和６年障害者雇用状況報告（各年６月１日時点）

・障害者の雇用促進については、就職面接会・事業所相談会を各ハロー
 ワークが開催している

◆ハローワークにおける障害者の就職件数

令和７年８月末 ７６３件

令和６年度 １，７７４件

実雇用率 達成企業割合

令和６年 2.35% 53.2%

令和５年 2.28% 56.1%

・主に一般の従業員の方を対象に、精神障害・発達障害に関し正しく理解い
 ただくための「しごとサポーター養成講座」を実施し、障害者雇用の更なる
 促進と職場定着を図る

・全所の職員を対象に事業主指導等の研修を実施し、障害者雇用の促進を
  図った上で障害者雇用達成率の向上を図る
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第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

下半期の取組

（３） 就職氷河期世代を含む中高年齢層へ向けた就労支援

○「ぐんま中高年世代活躍応援プロジェクト協議会」の開催（7月10日）
     「ぐんま就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」から名称を改め、就職
氷河期世代を含む中高年世代に対象を拡大。引き続き安定就労の実現と
活躍の場を広げるための支援に官民が協働して取り組んでいく。

○前橋・高崎・太田・沼田のハローワークにミドルシニア専門窓口を設置し、
担当者チーム制による一貫した伴走型支援を実施。

（４） 新卒応援ハローワーク等における困難な課題を抱える新規学卒者等
への支援

○就職活動に困難な課題を抱える新規学卒者等を支援し、学校や関係機   
      関とも連携しつつ、新卒応援ハローワーク等に配置された就職支援ナビ
      ゲーターによる担当者制のきめ細やかな個別支援を実施

・就職氷河期世代を含む中高年層をメインの対象とした合同企業説明会を11
月に大規模会場にて開催
・中高年世代活躍応援プロジェクト委託事業として、群馬住みます芸人「アンカ
ンミンカン」富所哲平氏を起用した中高年世代支援のPR動画を作成し、
YouTubeを活用して周知
・令和８年３月卒業者予定者と既卒者を対象とした就職面接会を10月に大規
模会場にて開催

５ 多様な人材の活躍推進

＜高校生のための職業体験や企業ガイダンス＞
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第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

（５） 外国人労働者対策

５ 多様な人材の活躍推進

〇外国人材受け入れの環境整備

・前橋、伊勢崎、太田及び館林のハ
ローワークに外国人雇用サービスコ
ーナーを設置し、外国人求職者の専
門の相談員やスペイン語、ポルトガ
ル語等の通訳を配置し、安心して職
業相談ができる体制を整備
・伊勢崎・太田・館林のコーナーには、
  ビデオ通話により30言語の通訳が可
  能なタブレットを配置し、多言語に対応

・求職中の方を対象に、日本の職場におけ
 るコミュニケーション能力の向上、職場習
 慣や雇用慣行、労働関係法令、社会保険
 制度等に関する知識の習得を目的とした
 研修を実施し、安定的な就職を促進

・ハローワーク前橋に設置した留学生
  コーナーにおいて、大学のキャリア
 センター等と連携して、留学生の国内
 就職の促進に向けた支援を実施

・令和7年6月24日、外国人労働者を雇用す
  る事業主を対象に、適正な雇用管理、労働
条件の整備、安全衛生の確保を目的とし

  た「外国人雇用管理セミナー」を関係機関と
連携し開催

下半期の取組

・引き続き、就労を希望する外国人が安心して職業相談ができる体制を整
備し、日本語能力に不安がある求職者へ外国人就労・定着支援研修の受
講を勧奨
・不法就労助長防止のため、外国人を雇用する事業所への訪問による個別 
指導を実施し、関係機関と連携して周知啓発に取り組む

・群馬労働局監督課及び太田労働基準監督署に
設置した外国人労働相談コーナーや、外国人
労働者向け相談ダイヤル・労働条件相談ほっと
ライン（13言語）で、外国人労働者からの労働相
談に対応
・技能実習生等の外国人労働者に対して「強制労
働」など人身取引が疑われる事案については、
外国人技能実習機構との合同監督・調査を実
施し、司法処分を含め、厳正に対処
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第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

下半期の取組

（１） 長時間労働の抑制

（２）労働条件の確保・改善対策

○上半期に実施した取組に加え、11月に、過労死等防止のための対策の推
進、過重労働解消キャンペーンの実施

６ 安全で健康に働くことができる環境づくり

◆ 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導を実施

単位：件（違反率） 令和５年度 令和６年度

監督実施事業場数 ６８４ ５０１

労基法等違反
４８４
（70.8%)

３８５
（76.8%)

違法な時間外労働
２２４
（32.7%)

１６８
（33.5%)

うち、80時間を超えるもの
１２７
（56.7%)

９３
（55.4%)

賃金不払残業があったもの
１６

（2.3%）
２９

（5.8%)

過重労働による健康障害防止措置が未実施
９０

（13.2%）
８７

（17.4%)

◆ 中小・小規模事業者に対する改正労基法の周知等の支援を実施

回数

個別訪問 ４０回

※令和７年度（９月末時点）

◆ トラック運送業については、発着荷主等に対し、長時間の恒常的な
荷待ち時間の発生防止に努めること等の配慮について「要請」を実施

件数

要請件数 ２２７回

※令和７年度（９月末時点）

・時間外労働の上限規制の遵守に向け、特設
サイト「はたらきかたススメ」の周知

・適用開始業務等に対する説明会等の実施

・基本的労働条件の枠組みの確立をはじめと
する法定労働条件の確保に取り組むとともに、
重大・悪質な事案に対しては、司法処分も含め
厳正に対処。

398

310 324

404

473

325

246 258

333
381

56
44 31 49 69
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被申告事業場数

賃金不払

解雇

労働基準監督署に対する申告の状況

【取組事項】
・ 使用者団体、労働組合、災防団体、社会保険労務士会への取組要請
・ 長時間労働が疑われる事業場に対する重点的な監督指導の実施
・ 労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換
・ 全国一斉の無料電話相談及び過重労働相談の実施
・ 過労死等防止対策推進シンポジウムの開催
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第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

６ 安全で健康に働くことができる環境づくり ◆転倒災害の防止のため、６月を重点取組期間として「STOP！転倒災害プロ
ジェクト」を実施し、業種横断的な啓発活動を展開

◆高年齢労働者の労働災害防止に向けた職場環境の実現に向けて、
   エイジフレンドリーガイドラインや同補助金の周知を実施

◆業種別（陸上貨物運送事業、建設業、製造業）の労働災害防止対策の推進

・局、署において工事発注機関、施工者を参集し「建設工事関係者労働災害
防止連絡会議」を開催（６月～）

・全国安全週間準備期間に説明会を開催（６月、15回）

・全国安全週間本週間に「群馬県庁昭和庁舎」 「日本トーター グリーンドー
ム前橋」「臨江閣」のライトアップを実施

・群馬産業安全衛生大会を主唱（７月２日）

・局長による建設現場パトロールの実施（７月４日実施）

・群馬労働局独自の「建設業労働災害防止推進月間」に建災防群馬県支部
長と連名で主唱者メッセージを発信し周知を実施（９月実施

◆産学官連携の安全教育として大学生に対する危険体感教育において安全
講話やリスクアセスメントの支援を実施（５月、６月）

（３） 労働災害を防止し、労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

○労働災害防止に向けた取組

◆労働災害発生状況（群馬県内・速報値）

◆第14次労働災害防止計画に基づく群馬労働局推進計画について、リーフ
    レットを配布・説明し、自発的な取組に向けた周知啓発を実施するとともに、
    全国労働衛生週間趣旨説明会等でアウトプット指標自主点検を依頼

令和７年
１月～８月

令和６年
１月～８月

前年同期比

死傷者数 1,448人 1,533人 5.5％減少

死亡者数 ７人 12人 41.7％減少

群馬県庁昭和庁舎

※建設現場パトロールでの局長による講話

日本トーター グリーンドーム前橋 臨江閣

※群馬産業安全衛生大会での局長挨拶
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第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

６ 安全で健康に働くことができる環境づくり

下半期の取組

・前橋七夕まつりにおいて、熱中症予防と労働災害防止を内容とするオリ
ジナル団扇を配布し、啓発活動を実施（７月11日）

◆群馬県の建設部局・環境部局・署により合同で石綿障害予防規則の遵守状
況の確認等の建設リサイクル法に関する全国一斉パトロールを実施（27件）

◆全国労働衛生週間準備期間に説明会を開催（９月、15回）を実施

◆全国労働衛生週間本週間に局長よる事業場巡視を実施（10月３日）

・群馬県社会福祉施設+Safe協議会、群馬県小売業+Safe協議会の開催

・凍結期となる１月～３月を「STOP！転倒災害プロジェクト」の重点取組期間
として業種横断的な啓発活動を展開

・化学物質管理活動の定着等を図るため、２月に化学物質管理強調月間を
展開実施

・労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の周知

○健康障害防止対策の推進

◆長時間労働やメンタルヘルス不調などによる健康障害を防止するため、医
師による面接指導やストレスチェック制度などのメンタルヘルス対策の実施
について、事業場に対する指導を実施

◆群馬産業保健総合支援センターと連携し、医療関係や労使団体等で
   構成する群馬県両立支援推進チームにおいて作成した治療と仕事
の両立支援リーフレットによる周知と利用勧奨を実施

◆中小企業・小規模事業者の産業保健活動を支援する団体経由産業保健活
動推進助成金の周知を実施

◆新たな化学物質規制や個人ばく露測定定着促進補助金、ＳＤＳ電子化補助
金、ＳＤＳ電子化補助事業説明会、個人ばく露測定講習の周知を実施

◆熱中症の予防推進

・５月１日から９月30日の間、「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」を
実施（プレスリリース５月、６月）するとともにデジタルサイネージ等（14か所）

    を活用した動画による注意喚起を実施

・自治体や労働災害防止団体等に省令改正を含め、熱中症予防対策の周
知を依頼（３月から７月、８回）
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第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組 【 雇均室 基準部 安定部 】

下半期の取組

・労災保険給付の請求に対しては、迅速・適正な事務処理に取り組む
・過労死等事案について、認定基準に基づき、迅速・適正な事務処理の一層
の推進
・労災保険の窓口業務について、相談者等への丁寧な説明や、請求人への
処理状況の連絡等を確実に実施

６ 安全で健康に働くことができる環境づくり【基準部】

給付件数 新規受給者

令和７年度
（８月末現在）

37,570件 5,020人

令和６年度 89,811件 13,201人

令和５年度 89,728件 13,279人

（４） 労災保険給付の迅速・適正な処理

◆労災保険給付の概要（全給付）

・長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷
要因を総合評価して労災認定することを明確化した脳・心臓疾患の
労災認定基準について広く周知を図るとともに、認定基準等に基づく
迅速かつ的確な事務処理を推進

③労災保険の窓口業務について、相談者等への丁寧な説明や請求人
への処理状況の連絡等を確実に実施

④脳・心臓疾患の請求・認定状況

請求件数 支給決定件数

令和７年度
（８月末現在）

２件 ０件

令和６年度 13件 ２件

令和５年度 12件 ７件

⑤精神障害事案の請求・認定状況

請求件数 支給決定件数

令和７年度
（８月末現在）

19件 １件

令和６年度 46件 ９件

令和５年度 40件 11件

・脳・心臓疾患の労災請求件数は、ほぼ同水準で推移しているが、精神
障害事案の労災請求件数は、増加傾向

②過労死等事案について、認定基準に基づき、迅速・適正な事務処理を
一層推進

①労災保険給付の請求に対し、迅速・適正な事務処理を実施

・業務による心理的負荷評価表を明確化する等、令和５年９月に改正
した心理的負荷による精神障害の認定基準について引き続き周知を
図るとともに、認定基準等に基づく迅速かつ的確な事務処理を推進
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